
議  案 



議案第１号 

 

 

 

 

 

令和２年度財政投融資計画補正 

 



当初計画 補  正 改定計画 当初計画 補  正 改定計画 当初計画 補  正 改定計画 当初計画 補  正 改定計画 当初計画 補  正 改定計画 当初計画 補  正 改定計画

(億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円)

 (3,000) ( －)  (3,000)

 14,423 67,210  81,633

 (100) ( －)  (100)

 362 1,373  1,735

 (800) ( －)  (800)

 8,289 9  8,298

 (200) ( －)  (200)

 231 －  231

 (6,100) ( －)  (6,100)

 17,000 1,000  18,000

 (49,607) ( －)  (49,607)

 (59,807) ( －)  (59,807)

16,500 － 660 5,711  2,491 8,202 14,000独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構  5,051  2,491 7,542 －  2,500

自己資金等 再  　 　　　 計

令  和  ２  年  度  財  政  投  融  資  計  画  補  正

機       　　    関　　           名

財　政　融　資

 － 62,001 3,278  －

214 －

 － －

234,072

76,94011,661

 101,877

産　業　投　資 政　府　保　証

 －

合      　　　計
参        　　　　　　　　　　　　　   考

28機関
3,278  － 11,661 76,940

食 料 安 定 供 給 特 別 会 計 外
62,001  －

合  　　　　　　　　　　　　　　　計 111,864  99,877 211,741 4,510  1,000 5,510

 財政投融資計画の運用に当たっては、経済事情の変動等に応じ、国会の議決の範囲内で財政融資又は政府保証を増額することができる。

     (注)   1   「財政融資」､「産業投資」及び「政府保証」は、それぞれ「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律」(昭48法7)第5条第2項第1号、第2号及び第3号に掲げる運用、投資及び債務保証である。

             2   「自己資金等」欄の（　）書は、財投機関債(独立行政法人等が民間金融市場において個別に発行する政府保証のない公募債券をいう｡)の発行により調達する金額を内書したものである｡

             3   「参考」欄の計数は、それぞれ四捨五入によっている。

15,821  1,000  16,821 132,195

130,384 51,107  160,910

 2,436 3,702 1,628  3,809

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫  36,470  93,700 130,170 214 212,017－ 36,684 －  93,700

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫  1,248  2,436 3,684 18 5,43718 － － －

独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構  2,594  1,250 3,844 －  －

1,266

－  － － 2,594

 －

660

 1,250 3,844 2,825  1,250 4,075－

9,000株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行  4,500  － 4,500 1,000  3,000 29,000 2,000 11,000 26,000 1,000 2,000 3,500  1,000 4,500



議案第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度財政融資資金運用計画の一部変更 

 

 

 

 



 

 

 

令和２年度財政融資資金運用計画の一部変更について 

 

 

令和２年度における財政融資資金運用計画について、下記のとおり変更す

る。 

 

記 

 

（単位：億円） 

機 関 名 現計画 追 加 追加後計画 

株式会社日本政策金融公庫 ３６，４７０ ９３，７００ １３０，１７０ 

沖縄振興開発金融公庫 １，２４８ ２，４３６ ３，６８４ 

独立行政法人国際協力機構 ５，０５１ ２，４９１ ７，５４２ 

独立行政法人福祉医療機構 ２，５９４ １，２５０ ３，８４４ 

 



議案第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度の財政融資資金の融通条件の改定 

 

 

 

 

  



 

 

令和２年度の財政融資資金の融通条件の改定について 

 

 

令和２年度の財政融資資金の融通条件（令和元年１２月１８日決定）を下記の

ように改め、令和２年度特別会計補正予算（特第１号）の成立日から適用する。 

なお、貸付利率は、国債の利回りを基準として財務大臣が毎月定める利率とす

る。 

 

記 

 

 

１．記３ 株式会社日本政策金融公庫に対する貸付けイ－（イ）ただし書を次の 

とおり改める。 

 

ただし、（ⅰ）令和２年度における貸付けのうち２，８６０億円について

は、１５年以内、１５，８８０億円については、９年以内、

８２０億円については、６年以内（満期一括償還） 

（ⅱ）挑戦支援資本強化特例制度に係る貸付けについては、７年

以内（満期一括償還） 

 

２．記３ 株式会社日本政策金融公庫に対する貸付けイ－（ロ）ただし書を次の 

とおり改める。 

 

ただし、（ⅰ）令和２年度における貸付けのうち４，５０６億円について

は、１５年以内、１１，２６８億円については、１０年以

内、２８８億円については、１０年以内（満期一括償還）、

２４０億円については、６年以内（満期一括償還） 

（ⅱ）５年経過ごと金利見直し貸付に係る貸付けについては、５

年以内（満期一括償還）とすることができる。 

（ⅲ）挑戦支援資本強化特例制度に係る貸付けについては、７年

以内（満期一括償還） 

 

３．記３ 株式会社日本政策金融公庫に対する貸付けイ－（ハ）ただし書を次の 

とおり改める。 

 

ただし、令和２年度における貸付けのうち６５億円については、３０年以

内（２０年以内の据置期間を含む。）、６７０億円については、１５年以

内、１，７１５億円については、１０年以内、２，２３５億円については、



５年以内 

 

４．記４ 沖縄振興開発金融公庫に対する貸付けイただし書中（イ）を次のと

おり改める。 

 

（イ）令和２年度における貸付けのうち１９２億円については、２５年以

内（２年以内の据置期間を含む。）、２０７億円については、２０年以内

（２年以内の据置期間を含む。）、４５４億円については、７年以内（１年

以内の据置期間を含む。） 





１．（株）日本政策金融公庫 ９兆３，７００億円
（１）中小・小規模事業者向け融資 ： ３兆１，０００億円

－ 新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付制度等の拡充。

（２）中堅・大企業向けを含む危機対応融資 ： ６兆円

－ 指定金融機関（日本政策投資銀行、商工組合中央金庫）を通じた危機対応融資（ツーステップ・ローン）による資金繰り等の支援。

（３）農林漁業者向け融資 ： ２,７００億円

－ 農林漁業セーフティネット資金の拡充。

２．沖縄振興開発金融公庫 ２，４３６億円
 新型コロナウイルス感染症特別貸付等の拡充による、中小・小規模事業者等の資金繰りの支援。

３．（独）福祉医療機構 １，２５０億円
 新型コロナウイルス感染症により休業や事業を縮小した医療・福祉事業者に対する運転資金融資の拡充。

４．（株）日本政策投資銀行 ２，０００億円
 「新型コロナリバイバル成長基盤強化ファンド」(仮称) を創設し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業の新事業開拓等を

後押し。

 外貨建ての資金繰り支援を必要とする国内企業の海外子会社等への外貨貸付等。

５．（独）国際協力機構 ２，４９１億円
 「新型コロナ危機対応緊急支援円借款」(仮称) を創設し、日本経済と密接に関連するアジア・大洋州などの経済活動の維持等に貢献。

令和２年度補正予算における財政投融資計画の追加について

事業の継続を強力に支援すべく、中小・小規模事業者や中堅企業・大企業の資金繰り対策等に万
全を期す。

追加額 １０兆１，８７７億円（うち財政融資 ９兆９，８７７億円、産業投資 １，０００億円、政府保証 １,０００億円）

令和２年 月 日
財 務 省

（注１）財政投融資計画の追加の財源として、財投債を９．４兆円追加発行する予定。
（注２）このほか、地方公共団体に対する財政投融資の弾力追加を行う可能性がある。



施策①：強力な資金繰り対策（中小・小規模事業者、中堅・大企業）

○ 新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付制度等を拡充し、中小・小規模事業者の資金繰り
を支援する。

○ 指定金融機関による危機対応業務を通じ、中堅・大企業を含めた企業の資金繰りや、生産拠点
の国内回帰を含めたサプライチェーンの再編を支援する。

＜（株）日本政策金融公庫（国民・中小）＞
【２年度補正追加：財政融資 ３兆１，０００億円】

○ 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小・小規模事業
者の資金繰りを支援するため、新型コロナウイルス感染症特別貸付
等を拡充（新規貸付だけでなく借換も対象）。
特に影響の大きい中小・小規模事業者に対しては利子補給により

実質無利子化・無担保での貸付けを行う。

○ 新型コロナウイルス感染症特別貸付の拡充（新規貸付だけでなく
借換も対象）等により、中小・小規模事業者等の資金繰りを支援。
特に影響の大きい中小・小規模事業者に対しては利子補給により

実質無利子化・無担保での貸付けを行う。

＜沖縄振興開発金融公庫＞ 【２年度補正追加：財政融資 ２，４３６億円】

財政融資資金

日本政策金融公庫（国民・中小）

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた

中小・小規模事業者

貸付け

融資

＜（株）日本政策金融公庫（危機対応円滑化業務）＞
【２年度補正追加：財政融資 ６兆円】

日
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融
公
庫
（
危
機
対
応
）

指
定
金
融
機
関

融資等
政

府

ﾂｰｽﾃｯﾌﾟ･ﾛｰﾝ財政融資等
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受
け
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○ 指定金融機関（日本政策投資銀行、商工組合中央金庫）による危
機対応業務を通じ、中堅・大企業を含めた企業の資金繰りや生産拠
点の国内回帰を含めたサプライチェーンの再編を支援。

※ 実質無利子化は当初３年間。

※ 実質無利子化については、当初３年間（国民事業は３，０００万円、
中小事業は１億円が上限）が対象。

※ 特に影響の大きい中小企業等に対しては利子補給により当初３年間
実質無利子化・無担保での貸付けを行う。



施策②：強力な資金繰り対策（農林漁業者、医療・福祉事業者）

○ （株）日本政策金融公庫（農林）の融資制度を活用し、農林漁業者が新型コロナウイルス感染症
により経営に影響を受けた場合の資金繰りを支援する。

○ （独）福祉医療機構の融資制度を活用し、医療・福祉事業者が新型コロナウイルス感染症により

休業や事業を縮小した場合の資金繰りを支援する。

＜（株）日本政策金融公庫（農林）＞
【２年度補正追加：財政融資 ２，７００億円】

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に影響が出て
いる農林漁業者に対し、実質無利子化・無担保等での貸付けを
行うことにより資金繰りを支援。

※ 農林漁業セーフティネット資金の特例措置
・貸付限度額の引き上げ（年間経費：６/１２→１２/１２）
・当初５年間実質無利子化

※ スーパーＬ（農業経営基盤強化）資金の特例措置
・当初５年間実質無利子化

貸付け

融資

日本政策金融公庫（農林）

財政融資資金

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた

農林漁業者

＜（独）福祉医療機構＞
【２年度補正追加：財政融資 １，２５０億円】

※ 医療貸付については当初５年間１億円まで無利子。福祉貸付
については当初５年間３，０００万円まで無利子。

※ 医療貸付については３億円まで無担保。福祉貸付については
６，０００万円まで無担保。

財政融資資金

貸付け

融資

福祉医療機構

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた

医療・福祉事業者

○ 新型コロナウイルス感染症により休業や事業を縮小した医療・
福祉事業者に対し、無利子・無担保等の優遇融資により、資金繰
りを支援。



＜（株）日本政策投資銀行（DBJ）＞

【２年度補正追加：産業投資 １，０００億円】

＜（独）国際協力機構（JICA）＞

【２年度補正追加：財政融資 ２，４９１億円】

施策③：地域経済の活性化及び海外展開企業の事業の円滑化

○ （株）日本政策投資銀行（DBJ）において、「新型コロナリバイバル成長基盤強化ファンド」（仮称）

を特定投資業務に創設し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業の新事業開拓、異業
種連携等を後押しする。また、海外経済の停滞により、外貨建ての資金繰り支援を必要とする国
内企業の海外子会社等への外貨貸付等を行う。

○ （独）国際協力機構（JICA）において、「新型コロナ危機対応緊急支援円借款」（仮称）を創設し、
日本経済と密接に関連するアジア・大洋州などの経済活動の維持、活性化に貢献する。

特定投資業務

民間金融機関
・

事業者

自己勘定

ＤＢＪ

新型コロナウイルス感染症による被害や影響を受
けた企業の新事業開拓、異業種連携等

新型コロナリバイバル成長
基盤強化ファンド（仮称）

出資金

JICA

財政融資資金

新型コロナ危機対応緊急支援円借款
（仮称）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたアジ

ア・大洋州を中心とする途上国

資本性資金
（エクイティ・メザニン）

投融資等

【２年度補正追加：政府保証 １，０００億円】

DBJ

金融市場

国内企業の海外子会社等

外貨建て債券
による調達

外貨貸付等

政府

政府保証

貸付け

円借款

政府

新型コロナリバイバル成長基盤強化ファンド（仮称） 外貨資金繰り支援 新型コロナ危機対応緊急支援円借款（仮称）

産業投資

※ (株)国際協力銀行(JBIC)については、財投計画への補正追加は行わないが、JBICの「成長投資ファシリティ」に「新型コロナ危機対応緊急ウィンドウ」(仮称)
を創設し、外為特会を原資とする資金供給を行うことにより、日本企業の海外事業活動の維持・確保・再構築等を支援することとしている。
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当初計画額

改定額（補正＋弾力）

14.5

（兆円）

（注）1. 当初計画ベース。[ ]は補正・弾力による改定後。

2. 平成12年度は、一般財政投融資ベース。

平成20年9月

リーマン・ショック

平成23年3月

東日本大震災

[23.4]

財政投融資計画額の推移（フロー）

平成
（年度）

令和



(単位：億円)

36,684 93,700 130,384

うち危機対応円滑化業務 990 60,000 60,990

　　国民一般向け業務 20,340 17,000 37,340

　　中小企業者向け業務 9,454 14,000 23,454

　　農林水産業者向け業務 5,200 2,700 7,900

5,711 2,491 8,202

1,266 2,436 3,702

9,000 2,000 11,000

2,594 1,250 3,844

その他機関 76,940 － 76,940

132,195 101,877 234,072

独立行政法人国際協力機構

沖縄振興開発金融公庫

株式会社日本政策金融公庫

合         計

株式会社日本政策投資銀行

独立行政法人福祉医療機構

当 初 計 画 補 正 追 加 後補 正 追 加

令和２年度財政投融資計画補正（案）の概要

機　　関　　名
令 和 ２ 年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ２ 年 度
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